
 35歳から74歳までの被保険者ご本人が対象となる生活習慣病予防健診について、健診実施機関が遠い方などのために検診車が
巡回して健診を実施しております。ぜひご利用ください。 
 ※7月以降の巡回健診日程については、協会けんぽ千葉支部ホームページでご確認いただけます。 

地域 日程 健診会場 所在地 健診機関 お問合せ先 

千葉市 
5月20日(月) 

千葉市長沼原勤労市民プラザ 
千葉市稲毛区長沼原町 

304-1 
 JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ） 

千葉病院 
043-261-2228 

6月17日(月) 

いすみ市 

5月27日(月) 

夷隅東部漁業協同組合 いすみ市漁港埋立地 

 JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ） 
千葉病院 

043-261-2228 

6月7日(金) 

6月27日(木) 

5月22日(水) 

岬公民館 いすみ市岬町長者 22 6月5日(水) 

6月19日(水) 

市川市 
5月17日(金) 行徳文化ホールI&I 市川市末広 1-1-48 

新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 
6月18日(火) 市川市文化会館 市川市大和田 1-1-5 

市原市 

5月9日(木) 
市原市青少年会館 市原市八幡 1126-1 

 JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ） 
千葉病院 

043-261-2228 
6月13日(木) 

5月16日(木) 
市原市姉崎公民館 市原市姉崎 2150-1 

6月6日(木) 

大網白里市 5月30日(木) 大網白里アリーナ 大網白里市上貝塚 160 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

香取市 

5月21日(火) 
川の駅 水の郷 さわら 香取市佐原イ 4051-3 小見川ひまわりクリニック 0478-83-8070 

6月4日(火) 

5月29日(水) 小見川社会福祉センター さくら館 香取市本郷 62  JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ）船橋中央病院 047-433-5885 

香取郡/多古町 5月7日(火) 道の駅 多古 あじさい館 香取郡多古町多古 1069-1 小見川ひまわりクリニック 0478-83-8070 

木更津市 
5月13日(月) 

清見台公民館 木更津市清見台南 5-1-19   JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ）千葉病院 043-261-2228 
6月3日(月) 

君津市 5月14日(火) 君津市保健福祉センター 君津市久保 3-1-1 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

山武市 
5月7日(火) 

成東保健福祉センター 山武市殿台 296 
新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

6月6日(木) 

山武郡/横芝光町 
5月9日(木) 

横芝光町文化会館 山武郡横芝光町横芝 922-1 
5月29日(水) 

白井市 
6月9日(日) 

白井市富士センター 白井市冨士 239-2 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 
6月26日(水) 

匝瑳市 
5月27日(月) 

匝瑳市商工会 匝瑳市八日市場イ 2404-1 
 JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ） 
船橋中央病院 

047-433-5885 
6月19日(水) 

東金市 
5月15日(水) 

東金市丘山公民館 東金市小野 101-4 
 JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ) 
千葉病院 

043-261-2228 
6月26日(水) 

富里市 

5月8日(水) 
富里中央公民館 富里市七栄 652-1 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

5月21日(火) 

5月16日(木) 
なのはな眼科・内科 

(ナリタヤ敷地内) 
富里市七栄字獅子穴 649-55 
ナリタヤ富里店テナント棟 

小見川ひまわりクリニック 0478-83-8070 

習志野市 5月31日(金) 新習志野公民館 習志野市秋津 3-6-3 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

成田市 
6月29日(土) 

成田国際文化会館 成田市土屋 303 
斎藤労災病院 043-224-7601 

5月18日(土) 
新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

6月7日(金) 

野田市 6月24日(月) 
野田地域職業訓練センター 

さわやかワークのだ 
野田市中根 323-3 小張総合病院 04-7122-6713 

松戸市 
6月2日(日) 新東京病院 和名ヶ谷講堂 松戸市和名ヶ谷 1271 新東京病院 047-308-3720 
5月16日(木) 

森のホール 松戸市千駄堀 646-4 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 
6月5日(水) 

茂原市 

5月7日(火) 

茂原商工会議所 茂原市茂原 443 
 JCHO(ｼﾞｪｲｺｰ) 
千葉病院 

043-261-2228 

5月21日(火) 

6月3日(月) 

6月24日(月) 

5月17日(金) 
茂原市保健センター 茂原市高師 3001 

6月11日(火) 

八街市 5月17日（金） 八街市中央公民館 八街市八街ほ 796-1 聖隷佐倉市民病院 043-486-1243 

八千代市 

6月7日(金) 

八千代市市民会館 八千代市萱田町 728 
新東京病院 047-308-3720 

6月9日(日) 
5月19日(日) 

新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 
6月3日(月) 

四街道市 5月22日(水) 四街道市文化センター 四街道市大日 396 新浦安虎の門クリニック 047-381-2088 

                               巡回健診については、 3月下旬に緑の角２封筒で事業所へお届けしている 

                                                                           生活習慣病予防健診のご案内をご確認ください。 

協会けんぽ以外の健康保険組合等にご加入の事業所は各健康保険組合等にお問い合わせ下さい。 
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協会けんぽの木更津・船橋、市川年金事務所出張窓口（5月の開設日） 

協会けんぽ年金事務所 
出張窓口 開設時間 

AM     ８：３０～１２：００ 
PM  １３：００～１７：１５ 
※12:00〜13:00は不在となります。 

〒260-8645 千葉市中央区富士見2-20-1 日本生命千葉ビル9階 

TEL：043-308-0521（代表）※電話のおかけ間違いにご注意ください。 

ホームページ： メルマガ登録はこちら→ 検索 協会けんぽ千葉 

：開設日 

＠ 

お問い合わせの際に間違い電話となり、
多大なご迷惑を被っている方がいらっ
しゃいます。電話番号をよくお確かめ
のうえ、くれぐれもお間違えのないよ
うお願い申し上げます。 

【お問い合わせ先】   
 業務グループ(直通)   

☎ 043-308-0523 

「療養費（立替払）」制度をご存じですか？ 
 療養費（立替払）とは、「やむを得ない事情で健康保険証を提示できず、医療費の全額（10割負担）を支
払ったとき」などの場合に、後日協会けんぽに請求することで、療養費として健康保険が負担するべき分に
対して払い戻しを受けることができる制度です。 

〈療養費が受けられる主なケース〉 

 資格取得の手続き中で健康保険証が届いてない状態で

受診した 

 旅行先などで健康保険証を提示せずに受診した 等 

申請方法 

◆「療養費支給申請書（立替払等）※」を管轄の協会けんぽ支部へ 
 ご提出ください。 
  提出は原則郵送となります。 
※申請用紙の入手方法は協会けんぽのホームページから印刷していただくか、 
 インターネット環境がない方はお電話等いただければお送りいたします。 

提出期限 
◆診療を受けた日の翌日から2年以内 
 例：平成29年4月1日に受診した 
   →平成31年4月1日までに協会けんぽへ提出 

添付書類 

◆添付書類 
 〇領収書（原本） 
 ○「診療明細書」（医療機関より発行されます） 
 ○「負傷原因届」（けがでの診療の場合のみ提出） 

療養費払い戻しの手順 

窓口で医療費
を全額(10割)
支払い 

 

領収書(原本)と 
診療明細書を用意 

療養費支給申請書と

の書類を協会けん

ぽへ提出 

 

療養費として 
払い戻し 

    

 ご注意ください！！ 

 保険適用外の診療の場合は対

象外となります。 

 未加入期間などの無資格受診

の診療は対象外となります。 

 労災や第三者によるけがや病

気は対象外となります。 

 

自己負担 3割(一般)／総医療費 10,000円の場合 

3,000円 7,000円 

この部分が払い戻されます！ 

払 い 戻 し 金 額 の イ メ ー ジ 

お
知
ら
せ 

木更津年金事務所内の協会けんぽ出張窓口を閉鎖いたします 

 このたび、全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部では、これまで木更津年金事務所で開設しておりま

した協会けんぽ出張窓口を平成31年6月28日(金)をもちまして閉鎖させていただきます。ご利用のお
客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

【お問い合わせ先】☎043-308-0521（代表） 

(審査) 

木更津・船橋年金事務所出張窓口 
（開設日：月初日・月曜日・水曜日・金曜日） 

市川年金事務所出張窓口 
（開設日：月初日・火曜日・木曜日） 

※火・木曜日が祝日の場合は、翌日開設 

平成31年5月 平成31年5月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

28 29 30 1 2 3 4 28 29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 26 27 28 29 30 31 1 

※松戸年金事務所出張窓口は、月曜日から金曜日（祝日を除く）まで開設しております。 

 
 申請書等をご提出いただく際は 

     郵送でご提出ください。 


